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資料－１

鳴瀬鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会川水系河川整備学識者懇談会

平成２４年１０月１９日

国土交通省 東北地方整備局

【【パブリックコメント実施結果パブリックコメント実施結果】】



鳴瀬鳴瀬川水系河川整備計画策定の流れ川水系河川整備計画策定の流れ 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会
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【変更素案】第８回懇談会(9/5) 提示

【変更素案】パブリックコメント公表版

【変更原案】第9回懇談会(10/19) 提示（今回）

【変更原案】関係機関協議

第８回懇談会(9/5)の意見を受け
「変更素案」の修正作業

パブリックコメントの意見を受け
「変更素案」の修正作業

第9回懇談会の意見を受け
「変更原案」の修正作業

○住民からの意見募集 →平成24年9月15日～平成24年10月14日
○意見を聴く会の開催（１会場） →平成24年10月12日

パブリックコメント等

鳴瀬川水系河川整備計画

◆第８回懇談会後の経過と今後の流れ 【河川整備計画】
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パブリックコメントの実施内容パブリックコメントの実施内容【【広報広報】】 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会
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◆インターネットによる意見募集◆記者発表（投げ込み）
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ご意見の募集

地域の方々の意見を聴く会－開催案内

９／１５～１０／１４間のアクセス件数 ： ９０件



パブリックコメントの実施内容パブリックコメントの実施内容【【意見募集意見募集】】 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会
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◆変更素案（閲覧用）、パンフレット（配布用）設置状況

●変更素案の閲覧場所●変更素案閲覧・パンフレット設置状況
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東松島市役所（本庁舎）

北上川下流河川事務所（閲覧室）

平成２３年３月１１日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により、鳴瀬川の沿
川地域では、主に河口部周辺で甚大な被害を受けました。この地震や津波による
被害の発生を受け、鳴瀬川においては、河川整備計画（平成１９年８月策定）の
変更が必要となります。
このパンフレットは、河川整備計画の変更にあたり、地域のみなさまのご意見をお

聴きするための「河川整備計画【変更素案】」の概要説明となっております。
今後の河川整備の目標や進め方について、みなさまのご意見をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

※河川整備計画とは、河川法の三つの目的である「治水」「利水」「環境」が総合的に達成できるよう、今後の川づくりについて
具体的に示す計画であり、法律で定められたものです。現在の「鳴瀬川水系河川整備計画」は平成１９年8月に策定され、概
ね30年間の段階的な川づくりの内容を示しており、鳴瀬川水系の国土交通大臣管理区間約９０kmを対象としています。

※

添付のハガキを用いて、ご意見をお聴かせ下さい
※いただきましたご意見について、鳴瀬川水系河川整備計画変更以外の目的に使用することはありません。
※一切の個人情報については、第三者に開示または提供することはございません。

平成２２年９月１８日撮影

名称 担当窓口

宮城
県内

北上川下流河川事務所 調査第一課

大崎出張所 技術係

鹿島台出張所 技術係

鳴瀬出張所 技術係

宮城県庁 土木部河川課

東部土木事務所 河川砂防第一班

東松島市役所 建設部建設課

東松島市役所（鳴瀬庁舎）



パブリックコメントの実施内容パブリックコメントの実施内容【【広報広報】】
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●パブリックコメント関係新聞記事

◆新聞記事等への掲載

●「意見を聴く会」開催新聞広告
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平成24年9月28日 石巻日日新聞
平成24年10月4日 日刊建設工業新聞

平成24年10月6日 石巻かほく新聞

平成24年10月6日 石巻日日新聞

平成24年10月6日 石巻かほく新聞

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会



パブリックコメントの実施状況・結果パブリックコメントの実施状況・結果
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◆はがき・メール等による意見募集
（平成24年9月15日～平成24年10月14日）

◆意見を聴く会の開催（平成24年10月12日）

26件

0件

0件

26件

意見数集計件数

はがき
等投函

24件

メール 0件

ＦＡＸ 0件

合 計 24件
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開催場所 日時
参加
者数

発言
者数

意見
数

小野市民センター
10月12日(金)
18:30～19:50

36人 9人 12件

◆「地域の方々の意見を聴く会」の開催状況

小野市民センター

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会



No. 分類 意見分類 意　　見
意見聴取

経　路

1 全般 ①河川整備計画全般 東松島市
川や水は住民特に漁業者や農家に密接に関係しており計画は国交省がリーダーとなり農水省と十分相談して進めて下さい。

ハガキ

2 全般 ①河川整備計画全般 黒川郡富谷町
安心して生活するための地域づくりに必要な整備計画だと思います。

ハガキ

3 治水 ②堤防の整備 東松島市
(1)河口付近の堤防破壊が酷く、堤防高さは震災以前から低かったのではないか？特に排水場付近が酷い。津波に対して不十分であった。

ハガキ

4 治水 ②堤防の整備 東松島市
②前の拡幅工事をした時の側溝が不備。

ハガキ

5 治水 ②堤防の整備 東松島市
小野保育所裏の堤防、同じところ何回も工事しているが根本的な施工計画が悪いのではないか。

ハガキ

6 治水 ②堤防の整備 加美郡加美町
耐震効果が確認された堤防があるのなら、その工法を広域に適用して欲しい。

ハガキ

7 治水 ②堤防の整備 東松島市

河川整備計画は震災と関係なしに本来であればH25から鳴瀬左岸下流改修工事をやる予定だった。その計画と見直し後の計画の違い、どこがどのよう
に違うのか教えてほしい。

意見

8 治水 ②堤防の整備 東松島市

高さだけでなく構造面もだいぶ違うと。前に聞いた時、土質が悪いと。そういった改良もする？

意見

9 治水 ②堤防の整備 東松島市

上流で立派な堤防を整備していますが、あれは予定どおりH24年度末で終わって、その後すぐにこっちをやる？

意見

10 治水 ②堤防の整備 東松島市
上流ができると川が氾濫すると弱いところがやられる。予定通り頑丈なのを作っていただけるようお願いします。

意見

11 治水 ②堤防の整備 東松島市

それで農業関係で要望と言うか質問させて頂きます。10ページの河口からの7.2ｍと6.2ｍの間なんですけれど、右岸か左岸かわからないんですけれど、
長沼って言う田んぼあります。この図から言うと上側になりますけれど、ここは潮水が、堤防がなっているもんで、昔からっていうとあれなんですけど、潮
水が入って、とっても農地としてなかなな苦慮しているわけで御座います。それで今回堤防を直すということで、コンクリートにやると言うことなんですけれ
ど、それは、どこまでコンクリートが入ってくるものなのか？河口から1.2ｍ、7.2までなのかそれとも6.2まで、大橋のところまでくるのか。ひとつお聞きしたい
と思います

意見

12 治水 ②堤防の整備 東松島市

これは要望なんですが、今回の工事に対しては大橋までかさ上げと言うことなんですけれども、そこから上1キロ弱、私車で測ったんですけれど１キロ弱し
かないんですけれど、あの区間は手をつけないということですと津波はおろか、大水なんか、上からの洪水量でかなり危険な部分がでてくんじゃないかな
という感じがします。前にもお願いしたんですけれど、あの１キロの区間だけ残すってことは不安なんで、あの辺も改良、かさ上げと言うかその辺も改良を
切に切にお願いしたいと言うわけで御座います。その辺よろしくお願いします。

意見

13 治水 ②堤防の整備 東松島市
資料の10ページを見させてい頂いているのですが、河口部のいわゆる海岸堤防の7.2m、たまたまこの図面で見ますと、築港の部分に積んだ護岸まで堤
防が伸びてるようなラインになっているんですが、実際は7.2と言うのはどこまで位置まで来るのか？ 意見

14 治水 ②堤防の整備 東松島市

最初の質問の従来の川幅を狭くするような、いわゆる県の工事になるんですが7.2ｍと言うのは、川の部分までは出ませんということなんですけれど、先
ほどの河口の堆砂の部分の経過を見ながらですね、そして浜市漁港の、いわゆる出入りも可能にするような部分も、ちょっと、様子みるような感じのご説
明でしたが、それがなかなか、もし、砂洲がでなかたった時に荒れたとき海の荒さがもろに川に上ってきまして、せっかく整備したところが洗われるような
状況で波が打ち付けるような状態になるだろうと、それから浜市漁港そのものも機能が回復出来ないと言うことで、皆さん方それを心配して先ほどお話が
あったわけなんですけれど、その辺の今後の整備のなかでいつまでもいつまでも様子を見ると言っても死活問題、毎日の仕事なので、その辺の所の調

意見

15 治水 ③河道掘削 東松島市
漁業を親の代からやっていて、河口の話に関しては昔からいろいろきいていて、アイオン台風の時なんかも砂が切れてこういう状況になっている。昔から
思っていたのですが、河口の東突堤をとって明神岩ぐらいまで河口を広げたら、鳴瀬川吉田川流域の洪水にかなり効果があるのでは？ 意見

田んぼさ 潮がくると言うことへはしないということなんですか

意見募集結果の整理意見募集結果の整理
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ハガキ

メール等

意見を聴く会

意見をグループ化したうえで、項目毎に考え方を整理。
整備計画（変更素案）に不足がある部分について、計画へ反映

◆意見等のとりまとめ手順

①①選択式選択式回答回答の集計・傾向把握（８頁～）の集計・傾向把握（８頁～）

選択回答の結果整理 意見を治水・利水・環境等に分類
意見内容毎に細分化

②②意見の整理（１１頁～）意見の整理（１１頁～）

・・・

分類・細分化 地域の方々のご意見

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会
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【不適切と回答した方の主な理由：質問Ｂの回答】
・実施効果 ：2件
・実施メニュー ：0件
・その他 ：0件

7

パブリックコメントの実施状況・結果パブリックコメントの実施状況・結果【【選択式選択式回答回答の集計の集計】】

◆質問内容と有効回答数［選択回答］
１.東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波の被害を踏まえ、

河口域を主とした河川整備について、あなたはどのように考え
ますか。（１）～（５）までのそれぞれの項目について、Ａ、Ｂの設
問にお答えください。

（１） 洪水・高潮・津波・地震に対応した堤防の整備

（２） 流水の適正な管理

（３） 河川管理施設や観測施設の機能強化

（４） 河口周辺の河川環境のモニタリング

（５） 防災教育への支援や震災経験の伝承

質問Ａ．それぞれの項目について、あなたはどのように考えますか？

質問Ｂ．Ａの理由として、どのような点を評価しましたか？

①適切 ②ほぼ適切 ③普通 ④やや不適切 ⑤不適切

②実施メニュー①実施効果 ③その他 ※（ ）へ具体的に記入

・鳴瀬川水系河川整備計画（変更素案）に記載した、主に
河口部の河川整備について、(1)～(5)の項目を設定。

・質問Ａ：(1)～(5)の項目ごとに、適切～不適切の５段階
で評価。

・質問Ｂ：５段階で評価した理由。

◆集計結果［選択回答］

有効回答数：24件

はがき・メール等において設定した選択式意見募集の内容

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

①洪水・高潮・津波・地震に
対応した堤防の整備

適切, 13件,
57%

ほぼ適切,
8件, 35%

普通, 0件,
0%

不適切, 1
件, 4%やや不適

切, 1件, 4%

①洪水・高潮・津波・地震に対応した堤防の整備
適切 ：92％(21件：適切、ほぼ適切と回答した件数)
普通 ： 0％(0件：普通と回答した件数)
不適切： 8％(2件：やや不適切、不適切と回答した件数)
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【不適切と回答した方の主な理由：質問Ｂの回答】
・実施効果 ：1件
・実施メニュー ：1件
・その他 ：1件
具体的な理由（従来通りでよい。災害時停電時作動？）
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パブリックコメントの実施状況・結果パブリックコメントの実施状況・結果【【選択式選択式回答回答の集計の集計】】

◆集計結果［選択回答］

【不適切と回答した方の主な理由：質問Ｂの回答】
・実施効果 ：1件
・実施メニュー ：0件
・その他 ：0件

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

③河川管理施設や観測施設の機能強化
適切 ：74％(17件：適切、ほぼ適切と回答した件数)
普通 ：13％(3件：普通と回答した件数)
不適切：13％(3件：やや不適切、不適切と回答した件数)

②流水の適正な管理
適切 ：72％(16件：適切、ほぼ適切と回答した件数)
普通 ：23％(5件：普通と回答した件数)
不適切： 5％(1件：やや不適切、不適切と回答した件数)

③河川管理施設や
観測施設の機能強化

適切, 14件,
61%

不適切, 1
件, 4%

やや不適
切, 2件, 9%

普通, 3件,
13%

ほぼ適切,
3件, 13%

②流水の適正な管理

適切, 11件,
49%

やや不適

切, 0件, 0%

不適切, 1
件, 5%

普通, 5件,
23%

ほぼ適切,

5件, 23%
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【不適切と回答した方の主な理由：質問Ｂの回答】
・実施効果 ：0件
・実施メニュー ：1件
・その他 ：0件
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パブリックコメントの実施状況・結果パブリックコメントの実施状況・結果【【選択式選択式回答回答の集計の集計】】

◆集計結果［選択回答］

【不適切と回答した方の主な理由：質問Ｂの回答】
・実施効果 ：0件
・実施メニュー ：1件
・その他 ：1件
具体的な理由（モニタリング以前の問題）

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

⑤防災教育への支援や震災経験の伝承
適切 ：79％(18件：適切、ほぼ適切と回答した件数)
普通 ：17％(4件：普通と回答した件数)
不適切： 4％(1件：やや不適切、不適切と回答した件数)

④河口周辺の河川環境のモニタリング
適切 ：75％(17件：適切、ほぼ適切と回答した件数)
普通 ：17％(4件：普通と回答した件数)
不適切： 8％(2件：やや不適切、不適切と回答した件数)

⑤防災教育への支援や
震災経験の伝承

適切, 11
件, 49%

不適切, 0
件, 0%

やや不適
切, 1件,

4%

ほぼ適切,
7件, 30%

普通, 4件,
17%

④河口周辺の河川環境の
モニタリング

適切, 13
件, 58%

不適切, 1
件, 4%やや不適

切, 1件,
4%

普通, 4件,
17%

ほぼ適切,
4件, 17%



意見の整理結果意見の整理結果

・集計した38件の意見を項目毎に整理。
・中でも多かった項目は河口部の「堤防整備」や「維持管理」。

1010

2③その他(治水）

3②河川空間の維持管理

8①河口部の維持管理

【維持管理】維持管理に関する目標 17

項 目 意見分類（９分類） 意見総数 合計

【全般】 ①河川整備計画全般 4 4

【治水】治水に関する目標

①河口部の堤防整備の考え方 8

12②堤防の耐震対策 2

【利水・環境】利水・環境に関する目標 ①人と河川とのふれあいの場の整備 5 5

③水門等の操作に関する防災危機管理 3

④防災教育・震災経験の伝承 3

合 計 38

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会



＜整備計画（＜整備計画（変更変更原案）における考え方＞原案）における考え方＞

鳴瀬川をとりまく現状を踏まえ、河川整備基本方針に基づき、地域の個性と活力、歴史や文化

が実感できる川づくりを目指すため、以下の3 点を基本理念に関係機関や地域住民との情報共有、

連携の強化を図りつつ、治水、利水、環境に関わる施策を総合的に展開します。

○安全で安心が持続できる鳴瀬川

○大崎耕土を支え地域の生活にとけ込んだ自然にふれる水辺として

○川が伝えるふるさとの姿にふれる場として

治水、利水、環境に関する河川整備の目標を念頭に置き、鳴瀬川の現状や地域の要望等の把握

に努めて評価改善を行い、地域のシンボルとなる川づくりを常に目指します。

①安心して生活するための地域づくりに必要な整備計画だと思います。

②川や水は住民に密接に関係しており、国交省がリーダーとなって関係機関と調整し進めてほしい。

③計画変更の内容はほぼ適切と思われるが、これをいかに防災の視点から実施効果を高めていくか

が重要。住民生活に対する視点、配慮した整備をしてほしい。
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整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：全般 意見分類： 河川整備計画全般

1.2 計画の基本理念 【変更原案 2頁】

5.河川の整備の実施に関する事項 / 4 河川整備の重点的、効果的、効率的な実施 【変更原案 131頁】

ご意見のとおり、川や水と流域で生活されている方々の生活は密接に関係しており、住民の方々と情報を共有し、連携を

図りながら河川管理を行っていきます。なお、今回の整備計画（変更原案）においても、以下の考え方を盛り込んでおります。



＜整備計画（＜整備計画（変更変更原案）における考え方＞原案）における考え方＞

平成23 年3 月11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波が、鳴瀬川を遡上し、さらに既設堤
防を越水したことなどによって、堤防の決壊や水門等施設が被災しました。

これらの被災施設については、被災前の安全度を早急に確保するため、段階的に施設を復旧してきた
ところであり、引き続き、これらの施設復旧に努めるとともに、地域の復興計画等と整合を図りながら、津
波・高潮を考慮した対策を行う必要があります。

河口部については、洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図るため、必要となる
堤防整備を実施します。堤防整備にあたっては、「施設計画上の津波」を上回る津波に対する構造上の
工夫をしていくとともに、東松島市の震災復興基本計画との整合を図り、まちづくりと一体となった減災対
策を進めていきます。

①上流の堤防ができると下流の弱いところが被害を受けるので頑丈な堤防を作ってほしい。

②河口付近、特に排水場付近の堤防破壊が酷い。津波に対して不十分であった。

③堤防断面について、天端幅の拡大や裏法勾配を3割にするなど、強固な堤防断面を検討してほしい。
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整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：治水 意見分類： 河口部の堤防整備の考え方

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1 (1) 1) 堤防の量的整備 【変更原案 80頁】

3.鳴瀬川の現状と課題 / 1.3 (1) 堤防の量的整備 【変更原案 48頁】

今回の整備計画（変更原案）では、高潮・津波による水位上昇等が想定される河口部において、以下の考え方で堤防整備

を進めていくこととしております。



＜整備計画＜整備計画【【変更変更原案原案】】における考え方＞における考え方＞

地震による堤防の被災要因として主眼が置かれていなかった堤体の液状化による被災が多数発

生していたことなどが明らかとなりました。今後は、東北地方太平洋沖地震による災害で得られ

た新たな技術的知見を踏まえた点検を行った上で、河川管理施設の耐震・液状化対策を推進して

いく必要があります。

これまでの高さや幅等の量的整備（堤防断面確保）に加え、質的整備として、浸透に対する詳

細点検や平成24 年7 月九州降雨災害の堤防決壊・越水被害等を受けて実施した緊急点検、東北

地方太平洋沖地震後の河川堤防の耐震対策に関する技術的知見も踏まえた地震等に対する安全性

の詳細点検を行い、背後地の人口・資産等を踏まえ、必要に応じた対策を実施し、質的量的とも

にバランスの取れた堤防整備を推進します。

○耐震効果の効果が確認された堤防があるので、時間がかかっても堤防の大部分について耐震工事を

実施した方が良い。

1313

整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：治水 意見分類： 堤防の耐震対策

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1 (1) 2) 堤防の質的整備 【変更原案 86頁】

3.鳴瀬川の現状と課題 / 1.1 (3) 耐震・液状化対策 【変更原案 46頁】

堤防の耐震対策については、区間ごとに安全性の点検を行ったうえで、必要な対策を実施していくこととしております。

なお、今回の整備計画（変更原案）においても、以下の考え方で進めていくこととしております。



＜整備計画（＜整備計画（変更変更原案）における考え方＞原案）における考え方＞

これまでに整備した施設を適正に維持管理するとともに、利用者の要請・要望等を把握しつつ、

河川利用の促進や親水性の向上を進める必要があります。

地域住民や市町村、利活用団体と連携･協調しながら、利用者の視点に立った環境づくりを進め

ていきます。

①災害対策とともに、ふるさとの大切な資源である川と人が共存する方法も考慮いただきたいで

す。散歩や川遊びの場があるとうれしいです。

②東日本大震災で損傷を受けた箇所の早期復旧を行い、水辺でのレクリエーション施設を作った

り景観を含めた河川整備を望みます。

③震災からの早期復興を進め、地域住民の憩いとなる河川整備を望みます。
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整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：水利・環境 意見分類： 人と河川とのふれあいの場の整備

3.鳴瀬川の現状と課題 / 4.河川の利用に関する事項 【変更原案 71頁】

5.河川の整備の実施に関する事項 / 2.1(5) 河川空間の管理 【変更原案 115頁】

ご意見にあるとおり、より河川空間の親水性を高め、地域住民の憩いとなるような河川管理が必要であると考えております。

なお、今回の整備計画（変更原案）においても、以下の考え方を盛り込んでおります。



＜整備計画（＜整備計画（変更変更原案）における考え方＞原案）における考え方＞

東北地方太平洋沖地震や津波による侵食等に伴い発生した広域的な地盤変動や河口の地形変化に

ついては、洪水の流下能力、塩水遡上、動植物の生息・生育環境、河口周辺の侵食、津波の遡上、

高潮による波浪の打上げ、船舶の航行等に影響することから、これらの影響項目との関連を踏まえ

て、今後の動向についてモニタリングを実施するとともに、長期的に河川管理上の支障が予想され

る場合には必要な対策を実施します。

①河口を大きくすれば洪水が流れやすくなると思うので、そういった洪水時の影響も考慮して、
砂州を含めた河口部への対応を考えてもらいたい。

②昭和６１年の洪水時において消失された砂州は３ヶ月で戻ったが、今回の場合、年月が経って
も砂州が戻っていないことからもう戻ることはないのではないか。

③浜市漁港を利用していくためにも、河口部の砂州については、モニタリングのみでなく具体的
な対応をお願いしたい。
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整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：維持管理 意見分類： 河口部の維持管理

5.河川の整備の実施に関する事項 / 2.1 2) 河川状況の把握 【変更原案 107頁】

東北地方太平洋沖地震・津波に伴う河口域における砂州の消失を含めた大きな地形変化については、今回の整備計画

（変更原案）において以下の考え方で進めていくこととしております。

なお、北上運河内に位置する浜市漁港の漁港内及び航路筋への堆砂に関しては、漁港管理者である東松島市や、北上

運河の管理者である宮城県など関係機関へ、鳴瀬川河口部における砂州のモニタリング結果等の情報提供に努めます。



＜整備計画（＜整備計画（変更変更原案）における考え方＞原案）における考え方＞

高水敷などの河川区域に、一般家庭ゴミや自動車など様々なものが不法投棄されています。

これらは河川環境の悪化につながるだけでなく、洪水流下の支障となる恐れがあることから、

河川巡視による不法投棄防止のための監視体制を強化する必要があります。

不法占用対策については、河川巡視における早期発見に努め、すみやかな是正措置を講じる

とともに、関係機関と連携し不法占用の未然防止に努めます。

不法投棄対策については河川巡視の強化や河川情報カメラの活用により状況把握を行うとと

もに、民有地の場合は所有者の協力を得ながら不法行為を行っている者への適正な指導を行い、

悪質な行為に対しては関係機関と連携して、必要に応じた不法行為防止対策を講じます。また、

ゴミマップを公表し、ゴミ問題に関する意識の啓発を行います。また、看板を設置する等、適切

な対策を講じます。

①ゴミ等が多く、取締りを強化すべきである。

②マナーアップの向上対策をしてほしい。
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整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：維持管理 意見分類： 河川空間の維持管理

3.鳴瀬川の現状と課題 / 1.5(3)不法占用、不法投棄等の防止と河川美化 【変更原案 56頁】

5.河川の整備の実施に関する事項 / 2.1(5) 2)不法占用・不法投棄対策 【変更原案 116頁】

ご意見の内容については、今回の整備計画（変更原案）において、以下の考え方で進めていくこととしております。

特に、ゴミの不法投棄については、これまでも確認時に警察と現地立会を行い、必要に応じて看板の設置や、規制柵の設

置を行うなどの対応をしてきております。今後も、河川巡視等により発見した不法投棄に対しては、ただちに警察に通報し原

因者の特定に努めていきます。



＜整備計画（＜整備計画（変更変更原案）における考え方＞原案）における考え方＞

河川管理施設の操作については、操作員の高齢化、局所的な集中豪雨、津波への対応などによ

り、操作頻度の増加や確実な操作・操作員の安全確保が必要となります。このため、監視・操作

環境向上のための操作上屋の設置や管理の効率化のためのフラップ化に加え、河川情報システム

や光ファイバーケーブルを活用した遠隔化等、河川管理の高度化による迅速、確実な対応が重要

となります。

また、河口部においては、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波による被害を踏まえ、被

害の軽減を図るとともに、操作員の安全確保や迅速・確実な操作のため、水門等の自動化・遠隔

操作化を推進することが必要です。

津波に対する操作を行う必要がある河川管理施設については、操作の遠隔化やフラップゲー

トによる無動力化等を進めることにより、操作員の安全を確保するとともに、迅速、確実な操作

により被害の軽減に努めます。

①今回のような津波に対しては避難を優先し設備の強化や自動化は必要ない。

②ゲート操作は極力無人化を進めるべきである。

③野蒜水門について、無人化構造や遠隔操作が出来るようにしてほしい。
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整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：維持管理 意見分類： 水門等の操作に関する防災危機管理

3.鳴瀬川の現状と課題 / 1.5 2)樋門・樋管等の管理 【変更原案 53頁】

5.河川の整備の実施に関する事項 / 2.1(2) 2) 樋門・樋管、堰及び排水機場の維持管理 【変更原案 111頁】

水門及び樋門・樋管等における危機管理体制の強化に向け、今回の整備計画（変更原案）において、以下のように、水門

等の自動化・遠隔操作化を進めていくこととしております。



＜整備計画（＜整備計画（変更変更原案）における考え方＞原案）における考え方＞

どのような状況にあっても、いざ災害が発生した場合に、住民等が迅速かつ適切な避難行動を

とることができるようにするためには、日常からの防災意識の向上に加えて、住んでいる地域の

特徴、過去の被害の状況、災害時にとるべき行動といった防災意識の普及や、過去の災害から学

んだ教訓の後世への伝承が重要です。

そのため、関係機関と連携して関係自治体が実施する防災訓練への積極的な支援、総合学習等

を活用した防災教育への支援、多様なツールを活用した広報等を推進します。

①危険水位表示板も住民の目のとどく所に設置してほしい。

②震災の記憶を風化させないように、後世に語り継ぐために、防災機能も兼ね備えた資料セン

ターの整備などはできないか。
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整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見と整備計画（に対する意見と整備計画（変更変更原案）における考え方原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

◆項目：維持管理 意見分類： 防災教育・震災経験の伝承

5.河川の整備の実施に関する事項 / 2.1(10) 防災教育への支援、震災経験の伝承 【変更原案 129頁】

ご意見の内容については、今回の整備計画（変更原案）において、以下の考え方で進めていくこととしております。

なお、表示板については、危険水位や今回の津波到達等の情報をより地域の方々の目に付くよう、橋の橋脚に設置するな

どの取組（Ｐ１９参照）を実施してきており、今後も引き続き、こうした取組を実施していきます。



整備計画整備計画【【変更変更素案素案】】に対する意見とに対する意見と整備計画（変更原案）における整備計画（変更原案）における考え方考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

19

【参考】

19

●危険水位、津波到達水位等の表示板設置の取り組み状況

津波到達表示板設置事例（鳴瀬川：野蒜水位観測所）

・河川の水位観測所において確認された水位変動を
表示する津波到達表示板の設置

・震災後に見直した氾濫危険水位等や津波到達高の情報
について、橋りょうの橋脚に表示板を設置。

表示板設置箇所（平成２４年１０月内に設置完了予定）

鳴瀬川 危険水位等 ６橋りょう（８箇所）
津波到達高 １橋りょう（１箇所）

吉田側 危険水位等 ４橋りょう（７箇所）
津波到達高 １橋りょう（１箇所）

※津波到達高表示板は、鳴瀬川、吉田川ともに東松島大橋の橋脚に設置

津波到達表示板設置箇所（平成２４年７月に設置完了）

鳴瀬川 ４箇所 （野蒜・小野・鹿島台・竹谷）

吉田側 ３箇所 （小野・鹿島台・幡谷）

橋脚への表示板設置事例（鳴瀬川：東松島大橋）

• 水防活動支援の一環として、東北地方太平洋沖地震による広域的地盤沈下及び堤防被災等を踏まえ見直した危険水位等
の情報について、橋りょう橋脚に表示板を設置。

• 災害の記憶の風化を防ぐとともに、防災教育、避難行動に役立てることを目的に、東北地方太平洋沖地震に伴う津波の遡
上範囲において、津波到達表示板を設置。

※ 787cmとは、野蒜水位観測所で観測された津波到達前の水面の高さと、津波到達後の最も高い水面の高
さの差分をあらわしています。
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地域住民への説明会案内

地元説明会の開催

・対象戸数全てへの周知（チラシ配布）
総数：４３５部

・堤防計画平面図（案）の配布、提示

用地調査に関する協力依頼

・東松島市公報への掲載

　　平素より、国土交通省の河川行政にご理解･ご協力を賜りまことに

　ありがとうございます。

　　さる平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震で損傷を受けた堤防

　などの施設について、今後の堤防復旧の計画及び用地の調査について説

　明会を実施します。

　　堤防計画は、復旧の範囲、堤防の高さ、堤防の敷幅、堤防の構造等に

　ついて説明させていただきます。

　　あわせて、今後の用地調査のスケジュール等についての説明をいたし

　ますので、お集まりくださるよう御願いいたします。

説明会実施日　：　3月12日（月）　１９：００～

説明会会場　　：　小野市民センター　2階講義室

ご連絡･お問合せ先

　国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

　　・工務第二課

　電話：０２２５（９４）９７９３

　担当：斉藤、漆原、高橋

　　・鳴瀬出張所

　電話：０２２（３５４）３１０１

　担当：田村、横山

　東松島市役所

　　・建設課

　電話：０２２５（８２）１１１１（代表）

　担当：平田

鳴瀬川の堤防計画と用地調査について説明会を実施します。

鳴
瀬
川

三陸自動車道

東松島市浜市地区

東松島市公報（４月１５日号）

具体的な堤防計画（素案）について、関係する地域住民を対象に説明会を開催。

配布した説明会案内のチラシ

地域の合意形成が得られるように、河口部堤防に接する地区を対象に開催案内チラシを全戸配布。

事業の進捗状況などについて、東松島市公報を活用し地域住民に広報。

21浜市地区説明会（H24.3.12）

［参考］堤防［参考］堤防計画計画に関する地元説明会の状況及び意見に関する地元説明会の状況及び意見 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会



地元説明会

中下地区（町内会）
3/15 地元説明会（16名）

浜市地区
3/12 地元説明会（約60名）

新町地区
3/13 地元説明会（17名）

県・自治体調整会及び地元説明会

地元説明会３箇所、９０名以上出席

※堤防高公表後地元説明会

（H24.3.12～3.15）

※県・自治体調整会（H24.3.6・3.7）

［参考］堤防［参考］堤防計画計画に関する地元説明会の状況及び意見に関する地元説明会の状況及び意見 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会



［参考］堤防計画に関する地元説明会の状況及び意見［参考］堤防計画に関する地元説明会の状況及び意見 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会

・説明会での主な意見（堤防計画等に関するもののみを抜粋）・説明会での主な意見（堤防計画等に関するもののみを抜粋）
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・堤防の高さは津波に対して想定される水位より高いのか。

・堤防の高さは現況に比べてどの程度高くなるのか。

・堤防の法面を護岸とすると津波の流れが速くなるのではないか。

・堤防の地震に対する強度は大丈夫なのか。

・多重防御のまちづくりについて、河川堤防を含む防御施設はそれぞれいつ完成するのか。

・塩止め対策として堤脚水路を設置してもらいたい。

・北上運河の出口部は現在、海からの砂の供給が多く、船が航行できないので、

河口部に消波ブロックを設置してもらいたい。


